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第 1 章  総則 

第 1 節  計画の目的 

  本計画は、国富地区民（以下「地区民」という。）の生命、財産の安全を図るた

め、出雲市地域防災計画を基本として、国富自治協会（以下「自治協会」という。）

は国富地区における防災に関する基本的事項を定めることを目的とする。 

第 2 節  防災施策の基本方針 

  国富地区の地域特性を反映した防災対策の基本方針を示し、今後具体的な防災対

策が進められるよう方向性を明らかにする。 

１、 ネットワークの構築 

自治協会・各大字自治会・町内会は協調と連携のもとに役割分担を明確にする。 

２、 災害に強いまちつくり 

日常的な活動のなかに災害に対する備えを取り組むとともに、非常災害時にお

ける体制の確保を図る。 

３、 自立性の確立 

「自らの生命・財産は自ら守る」という立場を基本に、災害に対する危機意識

の向上を図り、大字自治会・町内会の自主的な防災組織体制の確立を推進する。 

第 3 節  計画の概要 

  本計画は、国富地域の水害・地震等の事故に対応する災害対策の基本計画を定め

るものとする。 

第 4 節  防災委員会の設置 

  この計画を推進及び必要に応じた見直しを図るため、国富地区防災委員会を設置

する。 

             第 2章 災害予防に関する計画 

第１節  土石流災害   

 近年の北山の荒廃状況・局所的豪雨を考えると、北山を背にする中小河川では土

石流が最も人的被害の危険性が高い災害であり、平常時から危険個所を把握し、降

雨時における監視・避難誘導等の体制整備を図る。 

第 2 節  急傾斜地崩壊災害 

 北山一帯は地すべり地帯で且つ急傾斜地のため土砂災害警戒区域に指定されて

いる箇所が非常に多く、警報発令時における監視・避難誘導等の体制整備を図る。 

第３節  斐伊川災害 

  斐伊川は国富地区に効果の有るダム・放水路が平成 25 年に完成し、非常に安全

な河川となった。しかし、砂堤防の天上川であり漏水による破堤は考えられるので

適確な情報伝達体制の整備を図る。 

第４節  中小河川洪水災害 

  北山に基を発する急流河川が多く存在し、且つ近年局所的に異常降雨が発生する

ことから、計画に無い洪水が発生し河川が氾濫、急激に道路・家屋を襲うことが想

定されるので集落単位での避難体制の整備を図る。 

 

 



 

 

第５節  地震災害 

  斐伊川沿の平野部は斐伊川の土砂が堆積した軟弱地層であり、過去に於いて断層

破砕帯上いわゆる地震道に大きな地震被害が発生しているので広報等を通じ、家

具・家財等の転倒予防や火災発生の予防に努める。 

第６節  原子力災害 

  出雲市において避難時の混乱を避ける為、地区の避難先・避難方向は示されてお

り、国富地区もこれに従い個人的に最良な方向を判断し避難行動するものとする。 

第７節  啓発活動 

  防災訓練の実施・防災パンフレット作成配布などを積極的に行い、個人の事前対

策・隣近所の助け合いの重要性を啓蒙する。 

第８節  備蓄の推進 

 第１ 資機材 

   各大字自治会において必要資機材の在処を確認に努める。 

 第２ 食料 

   出雲市として確保されている食料は、平田行政センター＜旧教育会館＞におい

て約３０００食備蓄されている。 

   国富地区としては食料の備蓄は行わず、自主避難した場合においては大字自治

会において炊き出し等で対処するものとする。 

第９節  大字自治会防災計画の作成 

国富地区防災計画書を基本とし、下記内容を取り込んだ大字自治会防災計画書を

作成しスムーズな災害対応を行うものとする。 

１、 安全に避難する為大字自治会避難基準等を策定し、早めに気兼ねなく避難で

きる体制の整備 

２、 災害時スムーズに避難等を行う為、確実な情報連絡体制・役割分担体制の整

備 

３、 災害にマッチした避難先・避難路を決定し体制の整備を図ると共に避難路等

の点検・整備を行う。 

４、 情報連絡・避難の誘い・近所助け合い等を確実に行う為班体制等の整備を行

う。 

５、 避難行動要支援者、特に生命維持装置を必要とする者の把握及び避難体制の

整備。 

６、 大字自治会にマッチした防災訓練・広報活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 3 章 国富地区の防災組織体制 

 

第 1 節 国富地区における組織体制の種類 

第 1 準備体制 

 大雨注意報が発令された場合は、災害対策本部組織員・町内会長・防災委員

は雨量情報等を情報収集し緊急時に備える。 

 町内会長は大雨警報発令又は予想される場合において、都合で避難連絡・避

難体制に入れない場合は国富コミセンに代理人を報告のこと。 

第 2 災害対策本部体制 

 被害の発生・気象情報により今後災害の発生が予想される場合、本部長は組

織体制より適任者を召集する。 

 本部長は本部体制設置後速やかに、設置状況を組織員に連絡を行う。 

 

第 2 節  国富地区災害対策本部設置要領 

 第 1 災害対策本部組織図 

     別図１のとおりとする。 

 

第 2 対策本部の所掌事務 

     別図２のとおりとする。 

 

第 3 節  避難 

第１、予定避難所 

  １） 国富地区に予定されている出雲市の長期避難所は下表の通り。 

 

  避難所名      対象災害 長期避難可能人数 

国富コミセン 土石流○・急傾斜○・湯谷川氾濫○ 

斐伊川氾濫▽ 

  

２２０ 

国富小学校 土石流○・急傾斜○・湯谷川氾濫○ 

斐伊川氾濫○ 

 

３３９ 

プラッツ 

金山館 

土石流○・急傾斜○・湯谷川氾濫○ 

斐伊川氾濫○ 

 

１２０ 

 

北山一体の土石流・斐伊川洪水避難指示時の各大字自治会の避難先は今後防災委員

会で上記避難所の短期避難可能人数・各地区で検討された避難箇所人数を考慮し別途

決定する。 

 

北山全体に土石流災害の避難指示 

国富地区として上記の避難所では大幅に不足し他地区避難所への避難が考えら

れる。この時混乱無く避難するため一次的避難所を各地区で検討すること。 

 

斐伊川避難指示 

  斐伊川避難指示が出る時は、小河川の氾濫が想定される。よって被害の状況によ

り国富コミセン・国富小学校・プラッツ金山館・他地区の避難所へ避難する。   

 



 

 

 原子力災害避難 

   現段階の出雲市の計画は、国富地区の避難経路は大社方面～湖陵～掛合～国道

５４号線で広島へ避難となっておりこの計画で避難すること。 

 第 2、避難所体制 

    出雲市開設と大字自治会開設の２つの方法があるが、いずれにおいても避難

所における情報伝達が非常に重要である。避難後速やかに町内会長等は避難所

連絡体制を協議し決定すること。 

 第３、自主避難 

    人的被害を無くすには自主避難が非常に重要で、このためには危険を感じた

ら気兼ねなく避難できる体制つくりが必要である。 

１） 大字自治会自主避難基準・連絡体制の検討 

２） 自主避難所選定及び開設体制の検討 

第４、避難路 

   １）計画 

     地域住民でハザードマップ等により危険個所を抽出し、安全な避難路を

検討決定する。又緊急避難についても過去の災害等を参考に話し合いを

し知識を共有する。 

   ２）点検・整備 

     毎年 1回は点検を行い、不備な個所について地元対処・行政陳情を行い

常時安全性を確保する。 

第５、新型コロナ感染症への対応 

   １）コロナ禍といえども、災害時危険な場所に場合は避難することが原則で

す。但し、安全な場所にいる人まで避難する必要はありません。 

   ２）避難先は、指定避難所だけでなく、安全な自宅２階や親戚、知人宅への

避難も検討する。 

   ３）避難時、マスク、消毒液、体温計を自ら持参する。 

第６、避難訓練 

   発生すると考えられる災害を対象に、年１回程度避難訓練等を行うものとす

る。 

 

第 4 節  情報受伝達 

   情報連絡は下記の通りとし、以降の連絡体制は大字自治会防災計画書による。

又毎年国富地区の情報連絡体制の訓練を実施する 

   

   出雲市←→国富自治協会長←→自治会長←→町内会長 

 

●自治会長・町内会長の方は該当災害時、連絡系統に入れない場合は必ず代理者

を立て国富コミセンに連絡のこと。 

 

附則 

 この基本計画は、平成２６年６月１日から施行する。 

改定した計画は、平成２７年７月４日から施行する。 

改定した計画は、令和 ４年７月１日から施行する。 

改定した計画は、令和 ５年７月１日から施行する。 


